
1 

今回ご紹介する I 事件（東京地裁平

成３１年４月２６日判決）は、５１～８

１時間に相当する固定残業手当につい

て有効と判断した事案です。先月のニ

ュースレターで取り上げました結婚式

場運営会社Ａ事件（東京高裁平成３１

年３月２８日判決）も８７時間相当の

固定残業代を有効と判断していますが、

この事案では時間数が多いことについ

てはあまり触れられておらず、むしろ

実際の残業時間と固定残業代の予定時

間数とに乖離があることから対価性が

ないのではないか、という点が主に争

われました。 

 

１ どのような固定残業代だったか 

①労働条件通知書 

「時間外手当 約８１時間分」「上記手

当を超過する場合、別途超過分を支給

します」 

②賃金の推移 

ア 平成２６年６月１６日から同年９

月１５日まで 

 総額２４万円（基本給１５万１００

０円，時間外手当８万９０００円） 

イ 平成２６年９月１６日から平成２

７年５月１５日まで 

 総額２３万円（基本給１５万４００

０円，時間外手当７万６０００円） 

ウ 平成２７年５月１６日から同年９

月１５日まで 

 総額２３万２９１６円（基本給１５

万４０００円，時間外手当７万６００

０円，通信手当２９１６円） 

エ 平成２７年９月１６日から平成２

８年９月１５日まで 

 総額２３万２９１６円（基本給１５

万７５００円，時間外手当７万２５０

０円，通信手当２９１６円） 

オ 平成２８年９月１６日から平成２

９年９月１５日まで 

 総額２３万２９１６円（基本給１６

万２０００円，時間外手当６万８００

０円，通信手当２９１６円） 

カ 平成２９年９月１６日から平成３

０年３月１５日まで 

 総額２３万２９１６円（基本給１６

万６５００円，時間外手当６万３５０

０円，通信手当２９１６円 

③賃金規程 

「第１１条（固定残業手当）」「固定残

業手当は、一賃金支払い期間あたり一

定時間の時間外労働割増賃金相当分と

して支払う」 

 

２ 裁判所の判断 

 裁判所は、時間外手当について、その

名称からして、時間外労働の対価とし

て支払われるものと考えることができ

る上に、実際の時間外労働時間を踏ま
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えて、改定されていたことを認めるこ

とができるとし、時間外手当は、時間外

労働に対する対価として支払われるも

のということができ、時間外手当と通

常の労働時間の賃金である基本給とは

明確に区分されているから、時間外手

当について、有効な固定残業代の定め

があったということができるとあっさ

り判断しました。 

 そして、実際の残業時間数と固定残

業代の予定時間数が著しく異なるから

時間外労働の対価としての性質を有し

ていないとの原告の主張については、

確かに、被告が給与計算において考慮

した時間外労働等に係る時間数と実際

の時間数は相当程度異なるが、被告の

給与計算においてコース組みに要した

時間が含まれていないこと、被告の給

与計算によっても平成２８年２月１６

日から同年３月１５日の間に３８時間

以上、平成３０年１月１６日から同年

２月１５日の間に４７時間以上時間外

労働をしていたこと等を考慮すると、

上記判断は左右されないとしました。 

 

３ 乖離は有効性に影響を与えるの

か？ 

 裁判所の言い回しからすると、実際

の残業時間と固定残業代の予定時間数

の乖離が、対価性に影響を与えないと

は言っていません。むしろこの事案で

は、会社も時間外労働時間数を踏まえ

て改定していたことや、コース組みに

要した時間が含まれていないことや、

実際の時間数と近い月もあることを考

慮し、乖離していないから有効だとい

うふうにも読めます。 

 しかし、私は、時間の乖離は有効性に

影響を与えるべきではないと考えます。

そもそも固定残業代は、残業をしても

しなくても一定額を支払う合意であり、

結果として、労基法の定めを超える割

増賃金が支払われていればよいのであ

り、仮に残業が無くても残業代を払っ

ておくという合意も認められるはずで

す。そのため、固定残業代で予定してい

た時間数を実際の残業時間が下回るか

らといって、固定残業代の中に別の趣

旨や通常の労働に対する賃金も含まれ

ているのではないか？という議論には

直ちにならないはずです。 

 例えば３６協定の特別条項を発動す

ることも想定して、固定残業代を６０

時間相当と定めつつも、時間外労働の

上限規制を遵守して４５時間に収まる

ようにしたのに、残業時間と固定残業

代の予定時間数が毎月ずれているから

対価性が無い、固定残業代が無効とい

うのは明らかにおかしいと思います。 

 ただ現実には、実際の残業時間と固

定残業代の予定時間数がある程度近い

ところで推移している方が有効と認め

られる可能性は高まると思います。 
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